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「平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（予定）に以下の通り参加する。 

 

１． 「平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（予定）について 

（１）実施期間  平成２９年４月から７月末 

（２）実施方法  悉皆調査 

（３）調査対象  神戸市立小学校第５学年、特別支援学校小学部第５学年、義務教育学校前期課程第５学

年、神戸市立中学校第２学年、特別支援学校中等部第２学年、義務教育学校後期課程第

２学年の原則として全児童生徒。ただし、特別支援学校及び小中学校、義務教育学校の

特別支援学級に在籍している児童生徒については、その障害の状態等を考慮して参加の

是非を適切に判断する。 

（４）調査事項 

  ①児童生徒に対する調査 

   ・実技に関する調査（新体力テストと同種目） 

     小学校：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、 

ソフトボール投げ 

     中学校：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走、20ｍシャトルラン、50ｍ走、 

立ち幅とび、ハンドボール投げ        （どちらかを選択） 

   ・質問紙調査   （小・中とも）運動習慣、生活習慣等に関する質問紙調査 

② 学校における質問紙調査 

   ・子供の体力向上に係る取組等に関する質問紙調査 

２．神戸市の対応 

 （１）スポーツ庁の調査に必要な協力を行うため、悉皆調査に協力し、参加する。 

 （２）調査結果について 

    スポーツ庁の公表後に、神戸市全体の結果を小中学校（含：特別支援学校、義務教育学校）の種目

毎の平均値を速報値として公表し、さらに分析を行い、調査結果の詳細を各学校に情報提供を行う。

なお、学校毎の平均値の数値は公表しない。 

     各学校においては、保護者への説明責任を果たすため、自校の調査結果について分析し、課題等を

文章表記する形で公表すること。 

３．スポーツ庁からの資料（別添） 

・平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する実施要領 

 






















